
 

 

 

消費税率引上げに伴う路線バス(乗合バス)の上限運賃改定の申請について 

  

 

 

5 月 31 日、関東運輸局長あての当社乗合バス運賃の変更認可申請を行いましたのでお知

らせいたします。申請理由および申請内容は次のとおりです。 

 

 

１ 申請理由 

  令和元年 10 月 1 日より消費税率が 8％から 10％に引き上げられることに伴い、当社 

路線バス運賃に消費税率引き上げ相当分を転嫁させていただくため、関東運輸局長に運

賃の変更認可申請をいたしました。 

 

 

２ 申請概要 

（１）申請日           令和元年 5 月 31 日 

（２）運賃改定実施予定日     令和元年 10 月 1 日（予定） 

（３）改定上限運賃の平均改定率   1．783％（参考：消費税引上げ率 1.852％） 

（４）現行・申請運賃比較表     

 

  

主な運賃 現行運賃 申請運賃 

普通運賃 

現金 

（10 円単位） 
220 円 

220 円 

（改定なし） 

ＩＣカード 

（1 円単位） 
216 円 220 円 

通勤定期乗車券 

1 か月 9,650 円 9,900 円 

3 か月 27,500 円 28,220 円 

6 か月 52,110 円 53,460 円 

※ その他、詳細な改定運賃につきましては、認可を受け次第、お知らせいたします。 

 

 

 

お問合せ先 

横浜交通開発株式会社  運輸課  Tel 045-620-7382 


